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○大洲市業務委託契約約款 新旧対照表（令和 8年 4月 1日） 

新 旧 

第 1条～第 32条 （略） 

 

（前金払) 

第 33条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27年法律第 184

号)第２条第４項に規定する保証事業会社（以下この条及び次条において「保証事

業会社」という。）と、契約書記載の履行期限を保証期限とし、同条第５項に規定

する保証契約(以下この条及び次条において「保証契約」という。)を締結し、その

保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の 10分の３以内の前払金の支払いを発

注者に請求することができる。 

２ 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、

当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずること

ができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。 

３ 発注者は、第１項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 20

日以内に前払金を支払わなければならない。 

 

第 34条～第 60条 （略） 

第 1条～第 3条 （略） 

 

（前金払) 

第 33条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184

号)第２条第４項に規定する保証事業会社（以下この条及び次条において「保証事

業会社」という。）と、契約書記載の履行期限を保証期限とし、同条第５項に規定

する保証契約(以下この条及び次条において「保証契約」という。)を締結し、その

保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の 10分の３以内の前払金の支払いを発

注者に請求することができる。 

 

 

 

２ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 20 日

以内に前払金を支払わなければならない。 

 

第 34条～第 60条 （略） 

 


